
　
　
　

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

そ
れ
ぞ
れ
３
１
２
１
万
８
０
０
０
円

を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

を
21
億
３
１
２
１
万
８
０
０
０
円
と

す
る
も
の
で
す
。

◆
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

　

（
第
１
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

66
万
８
０
０
０
円
を
追
加
し
、
歳
入

歳
出
予
算
の
総
額
を
４
億
７
３
１
６

万
３
０
０
０
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
教
育
委
員
会
委
員
の
任

命
に
つ
い
て

（
内
容
）
委
員
の
渡
辺
成
夫
氏
が
平

成
28
年
７
月
31
日
を
も
っ
て
任
期
満

了
と
な
る
の
で
、
新
た
に
田
中
俊
哉

氏
を
任
命
す
る
も
の
で
す
。

福
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重
次 

議
員

質
問　

国
保
財
政
と
村
民
の
健
康
に

つ
い
て

（
内
容
）
昨
年
12
月
の
一
般
質
問
で

　

村
議
会
定
例
会
が
６
月
９
日
に
開
か
れ
、
補
正
予
算
等
３
議
案
が
審
議
さ
れ
、
い
ず
れ
の
議
案
も
原

案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

６
月
議
会
定
例
会

６
月
議
会
定
例
会

補
正
予
算

人
事
案
件

一
般
質
問

国
保
財
政
と
村
民
の
健
康
に
つ
い
て

質
問
し
た
が
、
一
人
当
た
り
医
療
費

が
県
内
で
上
位
を
占
め
て
い
る
事
実

を
理
解
し
た
。
当
村
の
医
療
費
増
加

原
因
は
、
高
齢
者
医
療
で
は
な
く
、

生
産
年
齢
人
口
に
お
け
る
15
〜
64
歳

ま
で
の
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
疾
病
別
の
原

因
を
見
て
も
生
活
習
慣
病
が
上
位
を

占
め
て
い
る
。

①
15
〜
64
歳
ま
で
の
疾
病
原
因
に
つ

い
て
、
年
齢
を
５
歳
刻
み
に
区
切
っ

て
の
疾
病
は
何
か
。
ま
た
、
生
産
年

齢
者
の
疾
病
発
生
原
因
と
治
療
の
効

果
に
つ
い
て�

答
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生
産
年
齢
人
口
の
５
歳
刻
み

に
区
切
っ
て
の
疾
病
に
つ
い
て
は
、

国
保
連
合
会
で
集
計
し
た
生
活
習
慣

病
の
疾
病
別
医
療
費
分
析
の
過
去
３

年
間
の
デ
ー
タ
を
み
ま
す
と
、
15
〜

49
歳
ま
で
は
「
精
神
疾
患
」
が
主
な

疾
病
で
、
50
〜
54
歳
は
「
が
ん
」
、

55
〜
59
歳
で
は
「
脳
梗
塞
」
や
「
狭

心
症
」
、
60
〜
64
歳
で
は
「
糖
尿
病
」

が
多
く
を
占
め
て
い
ま
す
。
特
に
60

〜
64
歳
の
男
性
の
糖
尿
病
の
医
療
費

が
際
立
っ
て
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

疾
病
発
生
原
因
に
つ
い
て
は
、
遺

伝
性
の
方
、
生
活
習
慣
に
よ
る
方
等

特
定
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
、
過
去

の
１
人
当
た
り
の
医
療
費
の
推
移
を

み
る
と
、
高
血
圧
性
疾
患
の
方
が
県

内
市
町
村
平
均
を
２
倍
以
上
上
回
っ

て
い
る
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

治
療
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
医
療

の
分
野
に
な
り
ま
す
の
で
現
時
点
で

は
把
握
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
医

療
機
関
と
の
連
携
に
つ
い
て
は
今
後

の
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事

項
で
、
国
で
進
め
て
い
る
「
糖
尿
病

性
腎
症
重
症
化
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

の
中
で
も
、
各
自
治
体
と
医
療
関
係

者
が
協
働
・
連
携
で
き
る
体
制
の
整

備
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
国
保
加
入
者
の
特
定
健
診
受
診
率

が
高
ま
ら
な
い
原
因
、
高
め
る
た
め

の
方
策
に
つ
い
て
、
ま
た
受
診
率
の

向
上
と
数
値
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に

つ
い
て
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東
秩
父
村
の
特
定
健
診
受
診

率
は
、
県
内
で
２
位
に
位
置
し
て
い

ま
す
。
村
と
し
て
も
医
療
費
の
抑
制

を
図
り
、
特
定
健
診
の
受
診
率
を
あ

げ
る
た
め
に
、
平
成
27
年
度
か
ら
自

己
負
担
金
を
廃
止
し
、
す
べ
て
無
料

化
に
し
ま
し
た
。

　

平
成
26
年
度
特
定
健
診
受
診
率
は

49
・
３
％
で
し
た
。
平
成
27
年
度
は

ま
だ
確
定
値
は
出
て
い
ま
せ
ん
が
５

月
末
時
点
で
51
・
３
％
と
な
っ
て
お

り
、
前
年
度
比
２
％
の
増
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

特
定
健
診
受
診
率
が
高
ま
ら
な
い

原
因
は
、
７
月
の
終
わ
り
の
３
日
間
、

保
健
セ
ン
タ
ー
で
実
施
す
る
集
団
健

診
に
都
合
が
つ
か
な
い
方
が
い
る
た

め
で
す
。
そ
こ
で
、
６
〜
12
月
の
６

ヶ
月
間
比
企
郡
市
内
医
療
機
関
で
受

診
し
て
も
ら
う
個
別
健
診
を
実
施
し

て
い
ま
す
が
、
村
内
に
医
療
機
関
が

な
い
こ
と
も
受
診
率
が
高
ま
ら
な
い

一
つ
の
要
因
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま

た
、
特
定
健
診
を
受
け
て
い
な
い
方

の
中
に
は
、
治
療
、
入
院
中
で
別
に

検
査
を
受
け
ら
れ
て
い
る
方
、
人
間

ド
ッ
ク
を
受
け
ら
れ
て
い
る
方
も
い

ま
す
。
今
後
と
も
、
健
診
の
必
要
性

と
重
要
性
、
無
料
で
受
け
ら
れ
る
こ

と
の
周
知
徹
底
を
図
り
、
ひ
と
り
で

も
多
く
の
方
に
健
診
を
受
け
て
も
ら

う
よ
う
努
力
を
続
け
て
い
き
ま
す
。

　

次
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
つ
い
て

で
す
が
、
近
年
、
特
定
健
康
診
査
の

実
施
や
診
療
報
酬
明
細
書
（
レ
セ
プ

ト
）
等
の
電
子
化
の
進
展
、
国
保
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｋ
Ｄ
Ｂ
）
シ
ス
テ
ム

の
整
備
に
よ
り
、
保
険
者
が
健
康
や

医
療
に
関
す
る
情
報
を
活
用
し
て
被

保
険
者
の
健
康
課
題
の
分
析
、
保
健

事
業
の
評
価
等
を
行
う
た
め
の
基
盤

の
整
備
が
進
ん
で
い
ま
す
。

③
保
健
師
と
村
民
の
関
わ
り
と
指
導

内
容
に
つ
い
て
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保
健
セ
ン
タ
ー
の
保
健
師
の

訪
問
は
、
精
神
疾
患
や
難
病
、
特
定

妊
婦
、
養
育
支
援
家
庭
、
健
診
結
果

に
大
き
な
問
題
が
あ
る
等
の
ハ
イ
リ

ス
ク
家
庭
が
中
心
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ハ
イ
リ
ス
ク
ゆ
え
の
受
診
同
行
、
関

係
機
関
連
絡
等
も
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。
一
般
の
住
民
へ
の
支
援
は
健
康

教
育
や
健
康
相
談
、
電
話
等
で
対
応

し
て
い
ま
す
。

　

平
成
27
年
度
の
特
定
健
診
受
診
者

の
う
ち
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー

ム
判
定
者
と
予
備
軍
判
定
者
、
計
１

０
６
名
の
方
に
特
定
保
健
指
導
を
受

け
る
よ
う
案
内
し
、
運
動
教
室
や
食

生
活
改
善
教
室
へ
の
参
加
も
呼
び
か

け
て
い
ま
す
。

　

住
民
と
の
関
わ
り
で
あ
る
運
動
教

室
は
住
民
の
要
望
等
を
組
み
入
れ
た

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
構
成
し
、
多
く
の
方

に
参
加
し
て
も
ら
う
た
め
夜
間
の
教

室
も
開
催
し
て
い
ま
す
。
平
成
27
年

度
は
全
31
回
実
施
し
延
べ
４
０
１
名

の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
平
成
28
年

度
は
39
回
の
実
施
を
予
定
し
て
い
ま

す
。

　

な
お
、
保
健
指
導
の
成
果
に
つ
い

て
は
、
し
な
か
っ
た
場
合
と
の
比
較

が
困
難
な
た
め
、
検
証
は
し
て
お
り

ま
せ
ん
。


